
１．はじめに
　近年のSDGsの採択、ESG投資の進展など、持
続可能な世界の構築に向けた環境変化は各業界を
巻き込み凄まじい勢いで進んでいる。CSR推進
フォーラムは企業のCSR担当者のヨコのつなが
り作りをめざし2004年に発足した。分科会テー
マは時代と共に変遷を重ねたが、現在は「CSRの
基本」「現場と事例に学ぶCSR」「CSRの社内浸
透」「SDGsの経営/事業への適用」「CSR経営実践
企業の研究」「社外評価とレポーティング（情報
開示）」の６つの分科会で、闊達な議論を進めて
いる。筆者が所属する分科会「社外評価とレポー
ティング（情報開示）」の観点から、今後５年、
さらにSDGs達成目標年度の2030年に向け、この
環境変化にどう向き合うべきか考えてみたい。

２．背景：サステナビリティ（CSR）をめぐる
環境変化
　2008年９月、米国を発端とし世界経済に激震
が走った。「リーマン・ショック」である。世界
経済を停滞に導いたこの招かれざる事態は、行き
すぎた株主資本主義やショートターミズム（短期
志向主義）の台頭が一因として考えられた。「エ
ンロン事件」「ワールドコム事件」「雪印事件」に
代表される大型企業不祥事の多発もこの年代の特
色である。拡大再生産を続ける資本主義経済が、
サスティナビリティ要素への配慮を欠いたまま進
んだ結末と言えるだろう。2010年以降、その反
省も含め、持続可能な世界のシステム構築に向け
た様々なガイドラインやフレームワークが策定さ
れた。その一部を示す。
　2010年：世界初の社会的責任の国際ガイドラ
イン「ISO26000」が発行され、多くの企業が自
社のCSR課題の整理のため参照・活用を始めた。
　2011年：米国の経営学者、マイケル・ポー
ターが、企業による社会との共有価値の創造を謳

う「CSV（共有価値の創造）」を発表した。賛同
する企業が追随を始め、現在も実践を続けてい
る。
　2013年：IIRC（国際統合報告評議会）より、
財務情報と非財務情報を統合して企業価値報告を
するための指針「国際統合報告フレームワーク」
が発表された。同指針に示されるオクトパスモデ
ルは資本を「財務資本」「製造資本」「知的資本」

「人的資本」「社会・関係資本」「自然資本」の６
つで定義し、経営における価値創造プロセスを
説明しやすくしている。また、同年改定された

「GRIガイドライン第４版（G ４）」では、CSR課
題の「マテリアリティ（重要性）」特定の必要性
を説いており、2016年発行の「GRIスタンダード」
にも引き継がれている。
　2014年：責任ある投資によるコーポレートガ
バナンスの向上を目的とした機関投資家の行動規
範「スチュワードシップ・コード」、その翌年上
場企業が守るべき行動規範として「コーポレー
トガバナンス・コード」が日本でも策定され、
ESG投資の本格推進のための基盤が日本でも固
まった。
　2015年：MDGs（ミレニアム開発目標）の後
継として、2030年に向けて世界が目指す目標、
SDGs（持続可能な開発目標）が国連サミットで
採択された。また同年、世界最大の運用資金をも
つ機関投資家GPIF（年金積立金管理運用独立行
政法人）がPRI（国連責任投資原則）に署名した。
これはESG投資が日本でもメインストリーム化
したことを意味する。
　2017年：経団連の「企業行動憲章」が改定さ
れ、民間セクターが創造性とイノベーションを
発揮して「Society 5.0」を実現することでSDGs
の達成を目指すことが盛り込まれた。また同年、
ESGと無形資産投資に関する体系的な手引きと
して経済産業省が「価値共創ガイダンス」を公
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異業種研究交流会のキーパーソンが語る課題認識と対応

表した。本ガイダンスはIIRC統合報告フレーム
ワークと共に、統合報告書作成の際の指針として
利用され始めている。
　このように、過去10年足らずの間で多くのガ
イドラインやフレームワークが現れたが、これら
には企業が今後進むべき道筋が示されている。特
に、SDGsの採択とESG投資のメインストリーム
化が大きな影響を与えるだろう。

３．5年先を見据えすべきこと
　当フォーラム分科会では、ESG外部評価の向
上に資する非財務情報開示について議論を重ねて
きた。その中からポイントを紹介する。
　ESG外 部 評 価 の 向 上：2017年GPIFがESGイ
ンデックスを選定・公表して以降、ESG外部評
価への注目が急速に進んでいる。ESG外部評価
はDJSI（Dow Jones Sustainability Index） の 様
にアンケート調査を主体とした評価と、FTSE 
RUSSELLやMSCIの調査の様に公開情報のみで
評価されるものに大別される。前者については答
えにくい設問でも開示リスクと非開示リスクを考
慮した上、可能な範囲内で回答し自社の姿勢や現
状を積極的に示すこと、後者については詳細を後
述するが、情報開示の最適化が評価向上に必須で
ある。また、疑問点は調査機関に直接に問い合わ
せることで評価向上につながる場合もある。調査
機関側も評価精度のブラッシュアップを意識して
いるので相互に良い効果がある。
　レポーティング（情報開示）の向上：GPIFは
統合報告書の有用性を明言し、2017年に「優れ
た統合報告書」「改善度の高い統合報告書」の発
行企業の公表を始めた。当分科会のメンバー企業
も8割が統合報告書を既に発行済み、または発行
を予定している（2018年調査）。統合報告書のみ
では情報が不足するため、CSR報告書やサステ
ナビリティ報告書、ウェブサイトで開示情報を補
完している例も多かった。しかしながら報告書の
並立は固定費の増大や、読者の混乱を招く場合も
ある。対象読者の明確化と適した媒体での情報提
供が必要である。そのためにGRIスタンダードや
IIRCフレームワークを参照してマテリアリティ
や中長期視点での価値創造を俯瞰した構成を検討
し、自社が大切にする価値観や本当に伝えたいも
のは何か整理する事が重要である。また、多言語
の翻訳について、日本語では問題ないと思われる
表現でも当該言語圏の読者には意図したものと別
の意味で伝わる場合があり注意が必要である。適
切な翻訳のためにはシンプルな日本語表現も大切
である。
　社内浸透と組織連携：ESG外部評価の向上は全
社的な協力も必須であり、サステナビリティ要素
の理解推進のための社内浸透がキーとなる。これ
には各社苦労しているようである。単独で理解促

進を進めるより外部コンサルタントの協力が有効
な場合もある。特に上層部の理解を得る場合の大
きな推進力となることがあるようだ。非財務情報
のレポーティングは、初期はCSR部門単独で進め
ることが多いが、統合報告が進むにつれ、IR、経
営企画、広報部門などとの連携が必須となる。活
動のパフォーマンス向上や経営との統合（CSV経
営）も視野に入れた場合、組織の再編でリソース
の流動化を計る事も効果的かもしれない。

４．最後に：SDGsで企業活動をアップデート
　ESG外部評価はある段階までは情報開示の最
適化で改善が期待できるが、最終的には活動自体
のパフォーマンスが問われる。そこでSDGsを参
照して自社の課題の整理・再検討を進め、組織の
活動や思考をアップデートすることも有効と思わ
れる。2030年を視野に入れた場合、テクノロジー
の大きな進化も見込まれる。既存の技術に囚われ
ないAI、RPA、自動運転、AR・VR、ブロック
チェーンなどの新たなテクノロジーの応用も視野
に入れた非連続的イノベーションが、パフォーマ
ンスの向上やSDGsの達成に大きく貢献するかも
しれない。即ちそれはSDGsを起点としたサステ
ナビリティの再興である。
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